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定期事業者検査報告書 

（定期事業者検査開始時） 

記 

１．名称及び住所並びに代表者の氏名 

(1) 名 称 ： 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

(2) 住 所 ： 茨城県那珂郡東海村大字舟石川 765 番地１

(3) 代表者の氏名 ： 理事長 児玉 敏雄

２．再処理施設を設置した事業所の名称及び所在地 

(1) 名 称 ：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

核燃料サイクル工学研究所 

(2) 所在地 ：茨城県那珂郡東海村大字村松４番地３３

３．検査の対象及び方法並びに期日 

(1) 検査の対象及び方法：「核燃料サイクル工学研究所 再処理施設に係る廃止措置計画」の

「表 5-1 性能維持施設」について、同計画の添付書類六「表 6-1-1

性能維持施設の維持管理」に記載した性能が維持されていることを

確認する。 

(2) 検査の期日： 令和 2年 12 月 23 日～令和 3年 3 月 31 日

４．検査の実績又は予定の概要 

(1) 検査の実績

検査の実績は、定期事業者検査が終了したときに報告する。なお、当該検査の開始ま

でに使用済燃料の再処理に係る規則第七条の九（定期事業者検査の実施時期）第三項の

規定を適用し、先行して実施した検査はない。 

(2) 予定の概要

検査予定は、添付書類に示す。

「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に

係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則」（令和 2年 3月 17 日制定）の附則

第 6条に定める経過措置により、定期事業者検査の開始報告は不要とされているが、定期

事業者検査を開始するにあたり、同様の事項について、下記のとおり報告致します。 

令和 2 年 10 月 30 日 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 

再処理廃止措置技術開発センター 技術部 品質保証課＊ 

（定期事業者検査を実施する独立検査組織） 
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添付書類 

１.定期事業者検査の計画

(1) 定期事業者検査に係る工程

定期事業者検査は、次の期間で実施する。各検査予定日は、添付 1「定期事業者検査

検査予定一覧表」のとおり。 

(2) 当該定期事業者検査期間中に実施する検査に直接影響する工事

① 令和 3年 2月～令和 3年 6 月の予定で、ガラス固化技術開発施設（TVF）の溶融炉の

結合装置の製作及び交換を実施する。

このため、ガラス固化技術開発施設の溶融炉に係る台車と結合装置のインターロック

機能の検査は、当該定期事業者検査期間中に検査を実施できないことから、当該結合装

置の交換後、本インターロック機能を必要とするガラス固化技術開発施設の運転再開前

までに、使用前自主検査として実施する。 

(3) 当該定期事業者検査期間中に実施する定期事業者検査項目

添付 2「再処理施設 施設管理実施計画」の「設備保全整理表」に基づき定期事業者検査

を実施する。 

当該計画に基づき第 1 回定期事業者検査では、添付 1「定期事業者検査 検査予定一覧

表」に示す検査項目について検査を実施する。 

なお、定期事業者検査の検査対象のうち、次回の定期事業者検査における当該検査の受

検まで要求される機能が必要ないとして、添付 1「定期事業者検査 検査予定一覧表」に

おいて確認を受けた場合、又は使用前自主検査で確認を受けるものは、第 1 回定期事業者

検査期間中の検査を除外することができる。ただし、その旨を添付１「定期事業者検査 

検査予定一覧表」において明記する。（機能を必要とする操作等を行う前に定期事業者検

査又は使用前自主検査を受検することを明記する。） 

(4) 前回の定期事業者検査からの変更点

該当なし（令和元年度に受検した、施設定期検査と同様の検査項目について検査を実

施） 

２. 再処理施設及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める施設管理の目標

添付 3「再処理施設 保安活動指標（PI）の監視項目、評価基準等」のとおり。

３．施設管理実施計画に係る次に掲げる事項 

(1) 施設管理実施計画の始期及び期間

施設管理実施計画の期間は、第 1 回定期事業者検査開始日から第 2 回定期事業者検査開

始日の前日までの間とする。 

(2) 再処理施設の工事の方法及び時期

「核燃料サイクル工学研究所 再処理施設に係る廃止措置計画」の「表 6-3-1 設計及び

工事の計画の認可の申請において必要とされる事項と同様の事項に係る改造等」及び「表

6-3-2 設計及び工事の計画の認可の申請において必要とされる事項に係る改造等」のとお

り。

(3) 再処理施設の点検及び検査等（以下、「点検等」という。）の方法、実施頻度及び時期

添付 2「再処理施設 施設管理実施計画」の「設備保全整理表」のとおり。定期事業者検

査に関連する点検等は、添付 1「定期事業者検査 検査予定一覧表」に示す予定日までに

実施する。 
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(4) 再処理施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置

工事に係る保安の確保のための措置は、「核燃料サイクル工学研究所 再処理施設に係る

廃止措置計画」の「表 6-3-1 設計及び工事の計画の認可の申請において必要とされる事項

と同様の事項に係る改造等」及び「表 6-3-2 設計及び工事の計画の認可の申請において必

要とされる事項に係る改造等」に記載した工事上の安全対策を行う。 

臨界警報装置又は無停電電源装置（臨界警報装置に給電するものに限る。）の定期事業者

検査に際しては、保安規定に基づき、工程内の核燃料物質の移動禁止措置を講じる。 

４．使用済燃料の再処理の事業に関する規則第七条の十（定期事業者検査の実施）第二項に規

定する判定方法に関すること（一定の期間を含む。） 

定期事業者検査に規定する判定基準及び一定の期間は、添付 2「再処理施設 施設管理実

施計画」の「設備保全整理表」（検査頻度）のとおり。 

５．前回の定期事業者検査において提出した上記２から４に掲げる事項を説明する書類の内容

に変更があつた場合にあつては、その変更の内容を説明する書類 

該当なし（初回の定期事業者検査のため前回からの変更はない。）。 

６．前回の定期事業者検査において提出した上記２又は上記３に掲げる事項について評価を行

い、当該事項を変更した場合にあつては、その評価の結果を記載した書類 

該当なし（初回の定期事業者検査のため前回からの変更はない。）。 

7. 前回の定期事業者検査において提出した上記４に掲げる事項を説明する書類の内容（一定の

期間に係るものに限る。）に変更があつた場合にあつては、第七条の十第三項各号に掲げる事

項について記載した書類

該当なし（初回の定期事業者検査のため前回からの変更はない。）。 

８．添付資料等 

添付 1 定期事業者検査 検査予定一覧表 

添付 2 再処理施設 施設管理実施計画 

添付 3 再処理施設 保安活動指標（PI）の監視項目、評価基準等 

以上 
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添付１（1/7）

施設等 設備、機器、装置等
要領書名

【要領書番号】
予定時期 備考

プルトニウム溶液蒸発缶液面
制御装置

プルトニウム溶液蒸発缶液
面制御装置の作動試験
【要領書番号6】

—

次回定期事業者検査まで、本機
能を必要とする操作等を行う予
定がないことから、左記に記載
する装置の当該検査を除外す
る。なお、機能を必要とする操
作等を行う前に定期事業者検査
を受検する。

溶解液受槽密度制御操作装置
溶解工程インターロックの
作動試験
【要領書番号18】

令和３年２月上旬

警報装置
（第１ストリップ調整槽電導
度上限操作上限警報装置、抽
出器溶媒流量上限警報装置）

警報装置の警報試験
【要領書番号19】

—

次回定期事業者検査まで、本機
能を必要とする操作等を行う予
定がないことから、左記に記載
する装置の当該検査を除外す
る。なお、機能を必要とする操
作等を行う前に定期事業者検査
を受検する。

操作装置
（第２ストリップ調整槽電導
度下限操作装置、第３スト
リップ調整槽電導度下限操作
装置、第１スクラブ調整槽密
度下限操作装置、第３スクラ
ブ調整槽電導度下限操作装
置）

操作装置の作動試験
【要領書番号20】

—

次回定期事業者検査まで、本機
能を必要とする操作等を行う予
定がないことから、左記に記載
する装置の当該検査を除外す
る。なお、機能を必要とする操
作等を行う前に定期事業者検査
を受検する。

ウラン脱硝施設
（DN）

脱硝工程インターロック
（ＵＮＨ受槽密度指示上限操
作装置、ウラン濃縮度記録上
限操作装置、溶解液受槽密度
指示上限操作装置）

脱硝工程インターロックの
作動試験（その1）、
脱硝工程インターロックの
作動試験（その2）、
脱硝工程インターロックの
作動試験（その3）
【要領書番号27-1,2,3】

—

次回定期事業者検査まで、本機
能を必要とする操作等を行う予
定がないことから、左記に記載
する装置の当該検査を除外す
る。なお、機能を必要とする操
作等を行う前に定期事業者検査
を受検する。

分離精製工場
（MP）

プルトニウム製品貯槽液位上
昇警報装置

プルトニウム製品貯槽の液
面警報試験
【要領書番号34】

令和３年１月下旬

分離精製工場
（MP）、
プルトニウム転換
技術開発施設
（PCDF）

臨界警報装置
定置式モニタ類の性能検査
【要領書番号14】

令和３年２月上旬

全般
建家（浸水防止設備を含む）
及び構築物

建家、構築物の健全性確認
検査
【要領書番号13】

令和３年２月下旬～
３月下旬

以下の工事は、建家周辺で行う
ため、建家・構築物の検査にお
いて確認できない箇所など、影
響する可能性がある。
・高放射性廃液貯蔵場（HAW）
及び配管トレンチ(T21)周辺の
地盤改良工事（令和2年7月～令
和4年3月）
・高放射性廃液貯蔵場(HAW) の
耐津波補強工事（令和2年11月
～令和3年3月）
・第二付属排気筒及び排気ダク
ト接続架台の補強の工事（令和2
年11月～令和4年　5月）
・ガラス固化技術開発施設
（TVF）の浄水配管の一部更新
（令和2年12月～令和3年3月）

全般
建家（浸水防止設備を含む）
及び構築物

建家、構築物の健全性確認
検査
【要領書番号13】

令和３年２月下旬～
３月下旬

第６条の備考に同じ

ガラス固化技術開
発施設（TVF）

溶融炉台車（Ｇ51Ｍ118A）
と結合装置（Ｇ21Ｍ11）の
インターロック

台車と結合装置のインター
ロックの作動試験
【要領書番号3】

—

令和3年2月～令和3年6月の予
定で、ガラス固化技術開発施設
（TVF）の溶融炉の結合装置の
製作及び交換を実施する。
このため、ガラス固化技術開発
施設の溶融炉に係る台車と結合
装置のインターロック機能の検
査は、当該定期事業者検査期間
中に検査を実施できないことか
ら、当該結合装置の交換後、本
インターロック機能を必要とす
るガラス固化技術開発施設の運
転再開前までに、使用前自主検
査として実施する。

建家及びセル換気設備送・排
風機

建家及びセル換気系イン
ターロックの作動試験（そ
の1）、
建家及びセル換気系イン
ターロックの作動試験（そ
の2）、
建家及びセル換気系イン
ターロックの作動試験（そ
の3）
【要領書番号4-1,2,3】

令和２年２月上旬～
令和３年３月中旬

建家（浸水防止設備を含む）
及び構築物

建家、構築物の健全性確認
検査
【要領書番号13】

令和３年２月下旬～
３月下旬

第６条の備考に同じ

全般

第7条（津波による損傷の防止）

第10条（閉じ込めの機能）

定期事業者検査　検査予定一覧

技術基準/ 該当事項

第4条（核燃料物質の臨界防止）

分離精製工場
（MP）

第6条（地震による損傷の防止）
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添付１（2/7）

施設等 設備、機器、装置等
要領書名

【要領書番号】
予定時期 備考

定期事業者検査　検査予定一覧

技術基準/ 該当事項

警報装置
（廃ガス貯槽槽内圧力上昇警
報装置）

令和３年２月下旬

警報装置
（高放射性廃液蒸発缶圧力上
昇警報装置、γ線上限警報装
置）

—

次回定期事業者検査まで、本機
能を必要とする操作等を行う予
定がないことから、左記に記載
する装置の当該検査を除外す
る。なお、機能を必要とする操
作等を行う前に定期事業者検査
を受検する。

酸回収蒸発缶缶内圧力上限緊
急操作装置

酸回収蒸発缶緊急操作系の
作動試験
【要領書番号30】

—

次回定期事業者検査まで、本機
能を必要とする操作等を行う予
定がないことから、左記に記載
する装置の当該検査を除外す
る。なお、機能を必要とする操
作等を行う前に定期事業者検査
を受検する。

高放射性廃液貯蔵
場（HAW）

警報装置
（高放射性廃液貯槽温度上昇
警報装置）

警報装置の警報試験
【要領書番号19】

令和３年２月下旬

分離精製工場
（MP）、
高放射性廃液貯蔵
場（HAW）

高放射性廃液貯槽槽内圧力上
昇警報装置、温度上昇警報装
置

高放射性廃液貯槽の警報装
置の作動試験
【要領書番号33】

令和３年１月下旬

全般
建家及びセル換気系の負圧警
報装置

建家及びセル換気系の負圧
警報試験
【要領書番号35】

令和３年２月下旬

分離精製工場
（MP）

廃ガス貯槽（安全弁含む）
廃ガス貯槽の気密試験及び
安全弁作動試験
【要領書番号47】

令和３年２月下旬

全般 セル等漏洩検知装置
セル等漏洩検知装置の警報
試験
【要領書番号37】

令和３年１月下旬～
２月中旬、

令和３年３月上旬～
３月下旬

蒸気凝縮水系の緊急操作系
（蒸気凝縮水系放射性物質検
知装置）

蒸気凝縮水系の緊急操作系
の作動試験（その1）
【要領書番号24-1】

令和３年３月上旬

蒸気凝縮水系の緊急操作系
（プルトニウム溶液蒸発缶加
熱蒸気凝縮水放射性物質検知
装置）

蒸気凝縮水系の緊急操作系
の作動試験（その2）
【要領書番号24-2】

—

次回定期事業者検査まで、本機
能を必要とする操作等を行う予
定がないことから、左記に記載
する装置の当該検査を除外す
る。なお、機能を必要とする操
作等を行う前に定期事業者検査
を受検する。

中央運転管理室 蒸気設備（中央運転管理室）
蒸気設備の作動検査
【要領書番号10】

令和３年１月中旬

分離精製工場
（MP）

燃料受入系扉（シャッタ扉と
トラップ扉のインターロッ
ク）

受入れ系扉群インターロッ
クの作動試験
【要領書番号１】

令和３年２月上旬

資材庫ポンプ室 浄水設備用ポンプ
浄水設備用ポンプの性能試
験
【要領書番号8】

令和２年１２月２３日

全般 セル等温度警報装置
セル等温度警報装置の警報
試験
【要領書番号36】

令和３年１月中旬、
令和３年２月上旬～
２月中旬、３月中旬

廃溶媒処理技術開
発施設（ST）

廃溶媒処理工程緊急操作系
（槽温度記録上限緊急操作装
置）

廃溶媒処理工程緊急操作系
の作動試験
【要領書番号40】

令和３年２月下旬

加熱蒸気供給系安全弁
（266C3,271C10）

加熱蒸気供給系安全弁の作
動試験
【要領書番号49】

—

次回定期事業者検査まで、本機
能を必要とする操作等を行う予
定がないことから、左記に記載
する装置の当該検査を除外す
る。なお、機能を必要とする操
作等を行う前に定期事業者検査
を受検する。

警報装置
（第１ストリップ調整槽温度
上限操作上限警報装置、プル
トニウム溶液蒸発缶密度上限
警報装置、ウラン溶液蒸発缶
（第１段）圧力上限操作上限
警報装置、高放射性廃液蒸発
缶流量上昇警報装置、液位下
限警報装置、圧力上限操作上
限警報装置、温度上限操作上
限警報装置）

—

次回定期事業者検査まで、本機
能を必要とする操作等を行う予
定がないことから、左記に記載
する装置の当該検査を除外す
る。なお、機能を必要とする操
作等を行う前に定期事業者検査
を受検する。

警報装置
（温水器（282H50）温度上
限操作上限警報装置）

令和３年２月下旬

ユーティリティ施
設（UC）

警報装置
（圧縮空気設備圧力下限警報
装置）

令和３年２月下旬

分離精製工場
（MP）

第11条（火災等による損傷の防止）

分離精製工場
（MP）

第10条（閉じ込めの機能）

分離精製工場
（MP）

警報装置の警報試験
【要領書番号19】

警報装置の警報試験
【要領書番号19】

【5】
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施設等 設備、機器、装置等
要領書名

【要領書番号】
予定時期 備考

定期事業者検査　検査予定一覧

技術基準/ 該当事項

廃棄物処理場
（AAF）

操作装置
（低放射性廃液第１蒸発缶圧
力上限緊急操作装置）

令和３年２月中旬

第二低放射性廃液
蒸発処理施設（E）

操作装置
（低放射性廃液第２蒸発缶圧
力上限緊急操作装置）

令和３年２月中旬

第三低放射性廃液
蒸発処理施設（Z）

操作装置
（低放射性廃液第３蒸発缶圧
力上限緊急操作装置）

令和３年２月中旬

プルトニウム転換
技術開発施設
（PCDF）

操作装置
（窒素水素混合ガス供給系水
素濃度上限警報上限操作装
置、廃液蒸発缶温度上限緊急
操作装置、圧力上限緊急操作
装置）

令和３年２月中旬

焼却施設（IF）
操作装置
（焼却灰受槽温度上限操作装
置）

令和３年３月中旬

プルトニウム溶液蒸発缶蒸発
缶加熱蒸気温度警報装置

プルトニウム溶液蒸発缶加
熱蒸気の温度警報試験
【要領書番号23】

—

次回定期事業者検査まで、本機
能を必要とする操作等を行う予
定がないことから、左記に記載
する装置の当該検査を除外す
る。なお、機能を必要とする操
作等を行う前に定期事業者検査
を受検する。

ウラン溶液蒸発缶（第１段）
蒸発缶加熱蒸気温度警報装置

ウラン溶液蒸発缶（第１
段）加熱蒸気の温度警報試
験
【要領書番号26】

—

次回定期事業者検査まで、本機
能を必要とする操作等を行う予
定がないことから、左記に記載
する装置の当該検査を除外す
る。なお、機能を必要とする操
作等を行う前に定期事業者検査
を受検する。

酸回収蒸発缶蒸発缶加熱蒸気
温度警報装置

酸回収蒸発缶加熱蒸気の温
度警報試験
【要領書番号29】

—

次回定期事業者検査まで、本機
能を必要とする操作等を行う予
定がないことから、左記に記載
する装置の当該検査を除外す
る。なお、機能を必要とする操
作等を行う前に定期事業者検査
を受検する。

高放射性廃液蒸発缶蒸発缶加
熱蒸気温度警報装置

高放射性廃液蒸発缶加熱蒸
気の温度警報試験
【要領書番号32】

—

次回定期事業者検査まで、本機
能を必要とする操作等を行う予
定がないことから、左記に記載
する装置の当該検査を除外す
る。なお、機能を必要とする操
作等を行う前に定期事業者検査
を受検する。

全般
建家及びセル換気設備送・排
風機

建家及びセル換気系イン
ターロックの作動試験（そ
の1）、
建家及びセル換気系イン
ターロックの作動試験（そ
の2）、
建家及びセル換気系イン
ターロックの作動試験（そ
の3）
【要領書番号4-1,2,3】

令和２年２月上旬～
令和３年3月中旬

ユーティリティ施
設（UC）、
ガラス固化技術開
発施設（TVF）、
プルトニウム転換
技術開発施設
（PCDF）

空気圧縮機（計装用）
圧空設備圧縮機の性能検査
【要領書番号5】

令和３年３月下旬、
令和３年３月中旬、
令和３年１月下旬

ユーティリティ施
設（UC）

ユーティリティ施設の空気圧
縮機予備機への自動切替機能

空気圧縮機予備機への自動
切替確認
【要領書番号50】

令和３年３月下旬

燃料カスククレーン、燃料取
出しプールクレーン、燃料貯
蔵プールクレーン、燃料移動
プールクレーン

クレーンの作動確認
【要領書番号45】

令和３年２月下旬

セル内クレーンインターロッ
ク

セル内クレーンインター
ロックの作動試験【要領書
番号46】

令和３年２月下旬

分離精製工場
（MP）

濃縮ウラン貯蔵プールの熱交
換器、予備貯蔵プールの熱交
換器

貯蔵プール熱交換器の流量
の確認
【要領書番号2】

令和３年２月上旬

第11条（火災等による損傷の防止） 分離精製工場
（MP）

第18条（搬送設備）
分離精製工場
（MP）

第19条（使用済燃料の貯蔵施設等）

操作装置の作動試験
【要領書番号20】

【6】
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施設等 設備、機器、装置等
要領書名

【要領書番号】
予定時期 備考

定期事業者検査　検査予定一覧

技術基準/ 該当事項

高放射性廃液貯蔵
場（HAW）、
ユーティリティ施
設（UC）、
焼却施設（IF）、
第二高放射性固体
廃棄物貯蔵施設
（2HASWS）、
第二アスファルト
固化体貯蔵施設
（AS2）、
ガラス固化技術開
発施設（TVF）、
プルトニウム転換
技術開発施設
（PCDF）、
クリプトン回収技
術開発施設（Kr）

空気圧縮機（計装用）
圧空設備圧縮機の性能検査
【要領書番号5】

令和３年３月下旬
（HAW、UC、IF、
2HASWA、AS2、

TVF）、
令和３年１月下旬

（PCDF）、
令和３年２月下旬

（Kr）

分離精製工場
（MP）

廃止措置計画の性能維持施設
に記載されている計器
（温度計、圧力計、密度計、
流量計、液位計、電導度計、
γ線計）

計器校正の確認
【要領書番号44】

令和３年２月中旬～
令和３年３月中旬

次回定期事業者検査まで、本機
能を必要とする操作等を行う予
定がないことから、以下に記載
する計器の当該検査を除外す
る。なお、機能を必要とする操
作等を行う前に定期事業者検査
を受検する。
ウラン溶液蒸発缶（第１段）温
度計（263TIRP+12.1）
酸回収蒸発缶温度計
（273TIA+30.3）
高放射性廃液蒸発缶圧力計
（271PRW+20.2）及びγ線計
（271γRA+22）
高放射性廃液貯槽温度計
（272TRA+12.1-1～1-4、
272TRA+14.1-1～1-4、
272TRA+16.1-1～1-4、
272TRA+18.1-1～1-4）

ウラン脱硝施設
（DN）

廃止措置計画の性能維持施設
に記載されている計器
（温度計、圧力計、密度計、
ウラン濃縮度モニタ）

計器校正の確認
【要領書番号44】

令和３年２月中旬～
令和３年３月中旬

次回定期事業者検査まで、本機
能を必要とする操作等を行う予
定がないことから、以下に記載
する計器の当該検査を除外す
る。なお、機能を必要とする操
作等を行う前に定期事業者検査
を受検する。
ＵＮＨ受槽密度計
（263DIO+30、
263DIO+31）
ウラン濃縮度モニタ
（263URO+30）
溶解液受槽密度計
（264DIO+76.1）

廃止措置計画の性能維持施設
に記載されている計器
（温度計、圧力計、流量計、
水素濃度計）

計器校正の確認
【要領書番号44】

第20条（計測制御系統施設）

分析所（CB）、
高放射性固体廃棄
物貯蔵庫
（HASWS）、
第二高放射性固体
廃棄物貯蔵施設
（2HASWS）、
放出廃液油分除去
施設（C）、
第二低放射性廃液
蒸発処理施設
（E）、
第三低放射性廃液
蒸発処理施設
（Z）、
スラッジ貯蔵場
（LW）、
第二スラッジ貯蔵
場（LW2）、
廃溶媒貯蔵場
（WS）、
低放射性濃縮廃液
貯蔵施設
（LWSF）、
焼却施設（IF）、
アスファルト固化
処理施設
（ASP）、
アスファルト固化
体貯蔵施設
（AS1）、
第二アスファルト
固化体貯蔵施設
（AS2）、
廃溶媒処理技術開
発施設（ST）、
ガラス固化技術開
発施設（TVF）、
プルトニウム転換
技術開発施設
（PCDF）、
クリプトン回収技
術開発施設
（Kr）、
主排気筒、
第一付属排気筒、
第二付属排気筒

令和３年２月中旬～
令和３年３月下旬

【7】
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施設等 設備、機器、装置等
要領書名

【要領書番号】
予定時期 備考

定期事業者検査　検査予定一覧

技術基準/ 該当事項

高放射性廃液貯蔵
場（HAW）

廃止措置計画の性能維持施設
に記載されている計器
（温度計、圧力計）

令和３年２月中旬～
令和３年３月下旬

次回定期事業者検査まで、本機
能を必要とする操作等を行う予
定がないことから、以下に記載
する計器の当該検査を除外す
る。なお、機能を必要とする操
作等を行う前に定期事業者検査
を受検する。
高放射性廃液貯槽温度計

廃棄物処理場
（AAF）

廃止措置計画の性能維持施設
に記載されている計器
（圧力計、流量計）

令和３年２月中旬～
令和３年３月中旬

次回定期事業者検査まで、本機
能を必要とする操作等を行う予
定がないことから、以下に記載
する計器の当該検査を除外す
る。なお、機能を必要とする操
作等を行う前に定期事業者検査
を受検する。
海中放出設備流量計
（317FS22）

高放射性廃液貯蔵
場（HAW）、
ユーティリティ施
設（UC）

高放射性廃液貯蔵場及びユー
ティリティ施設の空気圧縮機
予備機への自動切替機能

空気圧縮機予備機への自動
切替確認
【要領書番号50】

令和３年３月下旬

高放射性廃液貯蔵
場（HAW）

廃止措置計画の性能維持施設
に記載された警報装置（各条
項に係るものを除く）
圧空貯槽（272V603） 圧力
下限警報装置

警報装置の警報試験
【要領書番号19】

令和３年２月下旬

全般

定置式モニタ類
（ガンマ線エリアモニタ、中
性子線エリアモニタ、ベータ
線ダストモニタ、プルトニウ
ムダストモニタ、排気モニ
タ）

定置式モニタ類の性能検査
【要領書番号14】

令和３年２月上旬

安全管理棟

排水モニタリング設備
（アルファ放射線測定器、
ベータ放射線測定器、ガンマ
放射線測定器）

排水モニタリング設備の作
動確認
【要領書番号15】

令和３年２月上旬

周辺監視区域

モニタリングステーション
（ガンマ線線量率計）、
モニタリングポスト
（ガンマ線線量率計）

定置式モニタ類の性能検査
【要領書番号14】

令和３年２月上旬

溶解槽の圧力上限緊急操作装
置

濃縮ウラン溶解槽緊急操作
系の作動試験
【要領書番号17】

令和３年２月上旬

分離工程、精製工程、溶媒回
収工程の給液系及び試薬供給
系の緊急操作系
（抽出器流量低下緊急操作装
置）

分離工程、精製工程、溶媒
回収工程の給液系及び試薬
供給系の緊急操作系の作動
試験
【要領書番号21】

—

次回定期事業者検査まで、本機
能を必要とする操作等を行う予
定がないことから、左記に記載
する装置の当該検査を除外す
る。なお、機能を必要とする操
作等を行う前に定期事業者検査
を受検する。

プルトニウム溶液蒸発缶緊急
操作系
（圧力上限緊急操作装置、温
度上限緊急操作装置）

プルトニウム溶液蒸発缶緊
急操作系の作動試験
【要領書番号22】

—

次回定期事業者検査まで、本機
能を必要とする操作等を行う予
定がないことから、左記に記載
する装置の当該検査を除外す
る。なお、機能を必要とする操
作等を行う前に定期事業者検査
を受検する。

ウラン溶液蒸発缶（第１段）
緊急操作系
（液面上限緊急操作装置、温
度上限緊急操作装置）

ウラン溶液蒸発缶（第１
段）緊急操作系の作動試験
（その1）、
ウラン溶液蒸発缶（第１
段）緊急操作系の作動試験
（その2）
【要領書番号25-1,2】

—

次回定期事業者検査まで、本機
能を必要とする操作等を行う予
定がないことから、左記に記載
する装置の当該検査を除外す
る。なお、機能を必要とする操
作等を行う前に定期事業者検査
を受検する。

ウラン脱硝施設
（DN）

脱硝塔緊急操作系
（圧力上限緊急操作装置、温
度下限緊急操作装置）

脱硝塔緊急操作系の作動試
験（その1）、
脱硝塔緊急操作系の作動試
験（その2）
【要領書番号28-1,2】

—

次回定期事業者検査まで、本機
能を必要とする操作等を行う予
定がないことから、左記に記載
する装置の当該検査を除外す
る。なお、機能を必要とする操
作等を行う前に定期事業者検査
を受検する。

分離精製工場
（MP）

高放射性廃液蒸発缶緊急操作
系
（圧力上限緊急操作装置）

高放射性廃液蒸発缶緊急操
作系の作動試験
【要領書番号31】

—

次回定期事業者検査まで、本機
能を必要とする操作等を行う予
定がないことから、左記に記載
する装置の当該検査を除外す
る。なお、機能を必要とする操
作等を行う前に定期事業者検査
を受検する。

ガラス固化技術開
発施設（TVF）

固化セル換気系
（圧力上限緊急操作装置）

固化セル換気系の緊急操作
系の作動試験
【要領書番号41】

令和３年２月下旬

第21条（放射線管理施設）

第20条（計測制御系統施設）

分離精製工場
（MP）

第22条（安全保護回路）

計器校正の確認
【要領書番号44】

【8】
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施設等 設備、機器、装置等
要領書名

【要領書番号】
予定時期 備考

定期事業者検査　検査予定一覧

技術基準/ 該当事項

焙焼還元炉緊急操作系
（温度上限緊急操作装置、流
量下限緊急操作装置）

焙焼還元炉緊急操作系の作
動試験（その1）、
焙焼還元炉緊急操作系の作
動試験（その2）
【要領書番号42-1,2】

令和３年２月上旬

窒素・水素混合ガス供給系緊
急操作系
（水素濃度上限緊急操作装
置）

窒素・水素混合ガス供給系
緊急操作系の作動試験
【要領書番号43】

令和３年２月上旬

分離精製工場
（MP）

中央制御室の空気循環用機材 令和３年３月中旬

ガラス固化技術開
発施設（TVF）

TVF制御室の空気循環用機材 令和３年３月上旬

 放射性廃棄物の
 廃棄施設

 主排気筒、第一付属排気筒、
第二付属排気筒

建家、構築物の健全性確認
検査
【要領書番号13】

令和３年２月下旬～
３月下旬

第６条の備考に同じ

廃棄物処理場
（AAF）、
放出廃液油分除去
施設（C）
（海中放出設備）

海中放出設備
海中放出設備の海中放出管
漏洩試験
【要領書番号48】

令和３年２月中旬

ガラス固化技術開
発施設（TVF）

保管ピット
（ガラス固化技術開発施設）

ガラス固化技術開発施設の
保管ピットの風量確認検査
【要領書番号11】

令和３年１月下旬

ユーティリティ施
設（UC）、
中間開閉所、
第二中間開閉所、
ガラス固化技術開
発施設（TVF）

非常用発電機
非常用発電機の作動試験
【要領書番号38】

令和３年３月下旬

分析所（CB）、
第三低放射性廃液
蒸発処理施設
（Z）、
ウラン脱硝施設
（DN）、
廃溶媒処理技術開
発施設（ST）、
焼却施設（IF）、
高放射性廃液貯蔵
場（HAW）、
第二高放射性固体
廃棄物貯蔵施設
（2HASWS）、
ガラス固化技術開
発施設（TVF）、
第二アスファルト
固化体貯蔵施設
（AS2)、
プルトニウム転換
技術開発施設
（PCDF）、
低放射性濃縮廃液
貯蔵施設
（LWSF）、
クリプトン回収技
術開発施設（Kr）

無停電電源装置
無停電電源装置の作動試験
【要領書番号39】

令和３年３月上旬
（Kr以外の施設）、
令和３年２月下旬

（Kr）

分離精製工場
（MP）、
高放射性廃液貯蔵
場（HAW）

冷水設備用ポンプ
冷水設備用ポンプ
【要領書番号7】

令和２年１２月２３日

高放射性廃液貯蔵
場（HAW）、
ユーティリティ施
設（UC）

冷却水設備プロセス用ポンプ
冷却水設備プロセス用ポン
プの性能試験
【要領書番号9】

令和２年１２月２３日

ガラス固化技術開
発施設（TVF）

ガラス固化技術開発施設の冷
却塔

ガラス固化技術開発施設の
冷却塔の作動試験
【要領書番号12】

令和３年３月下旬

分離精製工場
（MP）

廃止措置計画の性能維持施設
に記載された操作装置（各条
項に係るものを除く）
（グローブボックス
（267X65） 液位上限操作上
限警報装置）

令和３年２月下旬

廃止措置計画の性能維持施設
に記載された操作装置（各条
項に係るものを除く）
（冷却水設備圧力下限警報装
置）

令和３年２月下旬

供給ポンプ予備機への自動切
替確認

供給ポンプ予備機への自動
切替確認
【要領書番号51】

令和２年１２月２３日

緊急時対応設備の確認
【要領書番号16】

第23条（制御室等）

プルトニウム転換
技術開発施設
（PCDF）

第25条（保管廃棄施設）

第24条（廃棄施設）

第22条（安全保護回路）

その他
（事故対応資機材以外）

第29条（保安電源設備）

ユーティリティ施
設（UC）

警報装置の警報試験
【要領書番号19】

【9】



添付１（7/7）

施設等 設備、機器、装置等
要領書名

【要領書番号】
予定時期 備考

定期事業者検査　検査予定一覧

技術基準/ 該当事項

電源設備
移動式発電機、接続端子盤
（電源ケーブル含む）、緊急
電源接続盤、
可搬型発電機（電源ケーブル
等含む）

アクセスルートの確保
ホイールローダ、油圧ショベ
ル

燃料運搬
タンクローリー

崩壊熱除去機能及び放出抑制
設備
水槽付き消防ポンプ自動車、
化学消防自動車、消防ホース
等の付属品

通信連絡を行うために必要な
設備
MCA携帯型無線機、衛星電
話、簡易無線機、トランシー
バ

中央制御室の空気循環用機材
（空気循環装置、可搬型入気
装置、エアロック用グリーン
ハウス）、
TVF制御室の空気循環用機材
（空気循環装置、給気ユニッ
ト）

電源設備
可搬型発電機（電源ケーブル
等含む）

崩壊熱除去機能
予備循環ポンプ、エンジン付
ポンプ、一次冷却水循環ポン
プ、二次冷却水循環ポンプ

水素掃気機能
排風機、ブロワ、可搬型ブロ
ワ、可搬式圧縮機（圧縮空気
用ホース等含む）

計装設備
可搬型発電機（電源ケーブル
等含む）

計装設備
可搬式圧縮機（圧縮空気用
ホース等含む）

事故対応要員の放射線防護機
能
鉛エプロン、タングステン製
防護服、タングステンエプロ
ン

放射性物質の漏えい対処設備
ボイラ、燃料タンク等、蒸気
用ホース等の付属品
（可搬型蒸気供給設備からの
供給用）

緊急時対応設備の確認
【要領書番号16】

令和３年１月下旬
（ホイールローダ、油

圧ショベル）、
令和３年３月上旬～

３月下旬
（ホイールローダ、油

圧ショベル以外）

その他
（事故対応資機材）

全般

【10】
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参考資料　過去の施設定期検査項目と事業指定申請書との関係  

№

要領書番号
(過去の施設
定期検査番
号と同様)

検 査 項 目

検査区分

Ａ：全数立会又は
　全数記録＋一部立会

Ｂ：全数記録

事業指定申請書の記載項目 事業指定申請書の記載内容

1 1 受入れ系扉群インターロックの作動試験 Ａ
添付６
4.2.7施設内のインターロック
(2)異なった換気区域間の扉類のインターロック

3つの異なった換気区域が一室ごとにつながっているような場合には、この間の扉が同
時に開いて負圧バランスをくずしたり、異常な換気流を生じないように扉の開閉につい
てインターロックする。

10 閉じ込めの機能

2 2 貯蔵プール熱交換器の流量の確認 Ｂ

本文
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理方法
4.1再処理施設の位置、構造及び設備
ﾆ.使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構造及設備
(2)主要な設備及び機器の種類
(ⅲ)プール水処理設備

熱交換器
　基数2基（うち1基常用）
　容量　約1,880,000kcal/h/基

19 使用済燃料の貯蔵施設等

3 3 台車と結合装置のインターロックの作動試験 Ａ

添付８、９
8.1.3放射性溶液の漏洩
8.1.3.4ガラス固化技術開発施設における溶融ガラス誤流下
(ⅱ)

ガラス固化体容器を搭載した台車が溶融炉下の所定の位置にない場合には、流下ノズル
の加熱ができなうようにインターロックを設ける。

10 閉じ込めの機能

4 4-1 建家及びセル換気系インターロックの作動試験（その１） Ａ
10
11
28

閉じ込めの機能
火災等による損傷の防止
換気設備

5 4-2 建家及びセル換気系インターロックの作動試験（その２） Ａ
10
11
28

閉じ込めの機能
火災等による損傷の防止
換気設備

6 4-3 建家及びセル換気系インターロックの作動試験（その３） Ａ
10
11
28

閉じ込めの機能
火災等による損傷の防止
換気設備

7 5 圧空設備圧縮機の性能検査 Ｂ

本文
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理方法
4.1再処理施設の位置、構造及び設備
ﾇ.その他再処理設備の附属施設の構造及び設備
(1)動力装置及び非常用動力装置の構造及び設備
(ⅲ)圧縮空気設備
　(a)構造

圧縮空気設備は、ユーティリティ施設に再処理施設専用の空気圧縮機を設け、各施設へ
計装用及び工程用の圧縮空気を供給する。また、高放射性廃液貯蔵場、第二高放射性固
体廃棄物貯蔵施設、焼却施設及び第二アスファルト固化体貯蔵施設に空気圧縮機を設け
る。
（Kr、TVFなどにも記載あり）

11
20

火災等による損傷の防止
計測制御系統施設

8 6 プルトニウム溶液蒸発缶液面制御装置の作動試験 Ａ

添付６
6.4.2.6臨界
(6)臨界安全設計及び安全対策の方針の概要
　4）分離及び精製

(ⅸ)プルトニウム溶液蒸発缶内の溶液の異常上昇を防止するため自動計装を設ける。 4 核燃料物質の臨界防止

9 7 冷水設備用ポンプの性能試験 Ｂ 記載なし 記載なし
‐ その他

（冷却機能）

10 8 浄水設備用ポンプの性能試験 Ｂ

本文
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理方法
4.1再処理施設の位置、構造及び設備
ﾇ.その他再処理設備の附属施設の構造及び設備
(2)給水施設及び蒸気供給施設の構造及び設備
(ⅰ)給水施設
　(b)主要給水関係設備

ポンプ
　基数　3基（うち2基常用）

　容量　170ｍ
3
/時/基

11 火災等による損傷の防止

11 9 冷却水設備プロセス用ポンプの性能試験 Ｂ

本文
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理方法
4.1再処理施設の位置、構造及び設備
ﾇ.その他再処理設備の附属施設の構造及び設備
(2)給水施設及び蒸気供給施設の構造及び設備
(ⅰ)給水施設
　(b)主要給水関係設備

冷却水供給ポンプ
　基数　3基（うち2基常用）

　容量　約1,100ｍ
3
/時

‐ その他
（冷却機能）

12 10 蒸気設備の作動検査 Ｂ

本文
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理方法
4.1再処理施設の位置、構造及び設備
ﾇ.その他再処理設備の附属施設の構造及び設備
(2)給水施設及び蒸気供給施設の構造及び設備
(ⅱ)蒸気供給施設
　(a)構造

蒸気供給施設は、核燃料サイクル工学研究所内に再処理施設専用のボイラを設け、各工
程で使用する蒸気及び建家の暖房用熱源としての蒸気を供給する。本施設にはボイラの
ほか、油タンクなどの付属設備を設ける。

10 閉じ込めの機能

技術基準項目

本文、添付６
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理方法
4.1再処理施設の位置、構造及び設備
ﾛ.再処理施設の一般構造
(3)使用済燃料等の閉じ込めに関する構造
(ⅰ)換気に関する構造
　(a)換気系に関する基本的な考え方

(イ) 建家内各区域の空気圧は高いほうからホワイト、グリーン、アンバー、レッドと
低くし、かつ、換気の流れは汚染の低いほうから高いほうへ流れるようにし、グリー
ン、アンバー、レッド各区域を常時負圧に保つ。
(ロ)　換気系を建家換気系、セル換気系、槽類換気系に分け、かつ、空気圧は高いほう
から建家換気系、セル換気系、槽類換気系と低くする。
添付書類（6.4.2.7施設内のｲﾝﾀｰﾛｯｸ(1)換気系統のｲﾝﾀｰﾛｯｸ）
送風機及び排風機の起動時や運転中に機器が停止した場合、各室やセルの負圧バランス
がくずれて放射性物質による汚染の高い側から低い側に空気が流れないように各区域の
送風機及び排風機に起動順をつけインターロックする。
添付書類（6.3.3.4換気設備(4)
換気設備の排風機には予備機を設け、常用機が故障した場合には、自動的に予備機に切
り替え、施設内の負圧を確保する。

1/5
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参考資料　過去の施設定期検査項目と事業指定申請書との関係

№

要領書番号
(過去の施設
定期検査番
号と同様)

検 査 項 目

検査区分

Ａ：全数立会又は
　全数記録＋一部立会

Ｂ：全数記録

事業指定申請書の記載項目 事業指定申請書の記載内容 技術基準項目

13 11 ガラス固化技術開発施設の保管ピットの風量確認検査 Ｂ

本文
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理方法
4.1再処理施設の位置、構造及び設備
ﾇ.その他再処理設備の附属施設の構造及び設備
(3)主要な試験施設の構造及び設備
(ⅳ)ガラス固化技術開発施設
(b)主要な設備及び機器の種類

保管ピット　1式
除熱能力　505,000kcal/時

25 保管廃棄施設

14 12 ガラス固化技術開発施設の冷却塔の作動試験 Ｂ

本文
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理方法
4.1再処理施設の位置、構造及び設備
ﾇ.その他再処理設備の附属施設の構造及び設備
(3)主要な試験施設の構造及び設備
(ⅳ)ガラス固化技術開発施設
(e)冷却設備

冷却塔
　基数　2基
　約　870,000kcal/時/基

‐ その他
（冷却機能）

15 13 建家、構築物の健全性確認検査 Ｂ 記載なし 記載なし

6
7
10
24
27

地震による損傷の防止
津波による損傷の防止
閉じ込めの機能
廃棄施設
遮蔽

16 14 定置式モニタ類の性能検査 Ｂ

本文
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理方法
4.1再処理施設の位置、構造及び設備
ﾘ.放射線管理施設の設備
(1)屋内管理者用の主要な設備の種類

(1)屋内管理用の主要な設備の種類
管理区域の線量率及び空気汚染を監視するために次の各種放射線モニタ類を設置す

る。
(i)空気汚染モニタリング用機器
ベータ線ダストモニタ
プルトニウムダストモニタ

(ii)放射線モニタリング用機器
ガンマ線エリアモニタ
中性子線エリアモニタ
臨界警報装置

(2)屋外管理用の主要な設備の種類
(i)排気モニタリング設備
クリプトンモニタ
ヨウ素モニタ
ダストモニタ

4
21

核燃料物質の臨界防止
放射線管理施設

17 15 排水モニタリング設備の作動確認 Ｂ

本文
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理方法
4.1再処理施設の位置、構造及び設備
ﾘ.放射線管理施設の設備
(2)屋外管理用の主要な設備の種類

(ⅱ)排水モニタリング設備

(2)屋外管理用の主要な設備の種類
(ii)排水モニタリング設備
排水サンプリング設備
分析設備

21 放射線管理施設

18 16 緊急時対応設備の確認 Ａ 記載なし 記載はないが、重要な設備であり検査区分Ａとする。
‐ その他

（事故対応資機材）

19 17 濃縮ウラン溶解槽緊急操作系の作動試験 Ａ

本文
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理方法
4.1再処理施設の位置、構造及び設備
ﾎ.再処理設備本体の構造及び設備
(2)溶解施設
(ⅳ)主要な核的、熱的及び化学的制限値
(d)その他

濃縮ウラン溶解槽の圧力制限

　使用済燃料溶解中の溶解槽内の圧力　0.2kg/cm
2
G以下

22 安全保護回路

20 18 溶解工程インターロックの作動試験 Ａ

本文
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理方法
4.1再処理施設の位置、構造及び設備
ﾎ.再処理設備本体の構造及び設備
(2)溶解施設
(ⅳ)主要な核的、熱的及び化学的制限値
(a)主要な核的制限値
(ホ)調整槽

溶解槽溶液受槽からの給液の密度　　1.4ｇ/cm
3 4 核燃料物質の臨界防止

21 19 警報装置の警報試験 Ｂ 記載なし 記載なし

4
10
11
20
‐

核燃料物質の臨界防止
閉じ込めの機能
火災等による損傷の防止
計測制御系統施設
その他
（漏えい検知機能）
その他
（冷却機能）

22 20 操作装置の作動試験 Ｂ 記載なし 記載なし
4
11

核燃料物質の臨界防止
火災等による損傷の防止
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参考資料　過去の施設定期検査項目と事業指定申請書との関係

№

要領書番号
(過去の施設
定期検査番
号と同様)

検 査 項 目

検査区分

Ａ：全数立会又は
　全数記録＋一部立会

Ｂ：全数記録

事業指定申請書の記載項目 事業指定申請書の記載内容 技術基準項目

23 21
分離工程、精製工程、溶媒回収工程の給液系及び試薬供給
系の緊急操作系の作動試験

Ａ

本文
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理方法
4.1再処理施設の位置、構造及び設備
ﾄ.計測制御系統施設の設備
(2)主要な安全保護回路の種類
(ⅵ)分離、精製及び溶媒回収

分離、精製及び溶媒回収関係の給液系及び試薬の供給系にはFP
-
（流量下限緊急操作）

を設置する。

FP
-
は給液の低下を検知するもので、検知後、抽出器全体を停止する。

22 安全保護回路

24 22 プルトニウム溶液蒸発缶緊急操作系の作動試験 Ａ

本文
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理方法
4.1再処理施設の位置、構造及び設備
ﾄ.計測制御系統施設の設備
(2)主要な安全保護回路の種類
(ⅲ)プルトニウム溶液蒸発缶

プルトニウム溶液蒸発缶にはPP
+
、TP

+
を設置する。

PP+は異常反応を検知するためのものであり、TP
+
はもしもTBPが混入した場合の有機物

爆発を防止するためのものであり、それぞれ給液及び加熱の停止を自動的に行う。TP
+

の設定値は120℃とする。

22 安全保護回路

25 23 プルトニウム溶液蒸発缶加熱蒸気の温度警報試験 Ａ

本文
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理方法
4.1再処理施設の位置、構造及び設備
ﾎ.再処理設備本体の構造及び設備
(4)精製施設
(ⅳ)主要な核的、熱的及び化学的制限値
(b)主要な熱的制限値

蒸発缶加熱蒸気の温度　135℃以下 11 火災等による損傷の防止

26 24-1 蒸気凝縮水系の緊急操作系の作動試験（その１） Ａ 10 閉じ込めの機能

27 24-2 蒸気凝縮水系の緊急操作系の作動試験（その２） Ａ 10 閉じ込めの機能

28 25-1
ウラン溶液蒸発缶（第１段）緊急操作系の作動試験（その
１）

Ａ 22 安全保護回路

29 25-2
ウラン溶液蒸発缶（第１段）緊急操作系の作動試験（その
２）

Ａ 22 安全保護回路

30 26 ウラン溶液蒸発缶（第１段）加熱蒸気の温度警報試験 Ａ

本文
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理方法
4.1再処理施設の位置、構造及び設備
ﾎ.再処理設備本体の構造及び設備
(4)精製施設
(ⅳ)主要な核的、熱的及び化学的制限値
(b)主要な熱的制限値

蒸発缶加熱蒸気の温度　135℃以下 11 火災等による損傷の防止

31 27-1 脱硝工程インターロックの作動試験（その１） Ａ 4 核燃料物質の臨界防止

32 27-2 脱硝工程インターロックの作動試験（その２） Ａ 4 核燃料物質の臨界防止

33 27-3 脱硝工程インターロックの作動試験（その３） Ａ 4 核燃料物質の臨界防止

34 28-1 脱硝塔緊急操作系の作動試験（その１）(旧その3) Ａ 22 安全保護回路

35 28-2 脱硝塔緊急操作系の作動試験（その２）(旧その4) Ａ 22 安全保護回路

36 29 酸回収蒸発缶加熱蒸気の温度警報試験 Ａ

本文
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理方法
4.1再処理施設の位置、構造及び設備
ﾎ.再処理設備本体の構造及び設備
(6)酸及び溶媒の回収施設
(ⅳ)主要な熱的及び化学的制限値
(a)主要な熱的制限値

酸回収蒸発缶の加熱蒸気温度　135℃以下 11 火災等による損傷の防止

37 30 酸回収蒸発缶緊急操作系の作動試験 Ａ
本文
6.4.2安全設計及び安全対策
6.4.2.5火災・爆発

(4)溶解槽での反応、蒸発缶内におけるホルムアルデヒドと硝酸の反応については十分
な工程管理で制御する。(ホルムアルデヒドは使用していないが準用）

10 閉じ込めの機能

本文
8.1.3放射性溶液の漏洩
8.1.3.3蒸気加熱系への汚染

(1)蒸気は、使用後、凝縮水とともに中間貯槽に送るが、この系の必要な箇所にモニタ
リング設備を設け、汚染を監視する。

本文
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理方法
4.1再処理施設の位置、構造及び設備
ﾄ.計測制御系統施設の設備
(2)主要な安全保護回路の種類
(ⅱ)ウラン溶液蒸発缶（第1段）

ウラン溶液蒸発缶(第1段)にはLP
+
(液面上限緊急操作)、TP

+
(温度上限緊急操作)を設置

する。
LP+は検知器を2台設置するもので、液面上昇による汚染の2重防止機構として給液及び

加熱の停止操作を自動的に行う。TP
+
はもしもTBPが混入した場合の有機物爆発を防止す

るためのもので、加熱の停止操作を自動的に行う。TP
+
の設定値は115℃とする。

※LP+3.195とLP+6.274の違いは液面の高さのみ

本文
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理方法
4.1再処理施設の位置、構造及び設備
ﾎ.再処理設備本体の構造及び設備
(5)脱硝施設
(ⅳ)主要な核的、熱的及び化学的制限値
(a)主要な核的制限値
<ウラン脱硝施設>（1.6%濃縮ウラン）
(ロ)UNH貯槽

濃度　　450gU/ℓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
添付書類（6.4.2.6臨界、5)脱硝、<ウラン脱硝施設>）
(ⅲ)硝酸ウラニル溶液をUNH受槽からUNH貯槽へ送り込む配管の弁には安全錠を備え、
又、UNH受槽には濃縮度モニタ及び密度計を備え、濃縮度及び濃度がそれぞれ1.6%、
450gU/L以下でなければ送液できないようにする。

本文
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理方法
4.1再処理施設の位置、構造及び設備
ﾄ.計測制御系統施設の設備
(2)主要な安全保護回路の種類
(ⅴ)脱硝塔

ウラン脱硝施設建家内の脱硝塔にはPP+（圧力上限緊急操作）、TP-を設置する。
PP+は異常反応を検知するもので、圧力が異常に上昇した場合に、脱硝塔の運転を自動

的に停止する。TP
－
は脱硝塔の流動層の作動を良好に保つためのもので、温度が100℃

以下になった場合に給液を停止する。
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参考資料　過去の施設定期検査項目と事業指定申請書との関係  

№

要領書番号
(過去の施設
定期検査番
号と同様)

検 査 項 目

検査区分

Ａ：全数立会又は
　全数記録＋一部立会

Ｂ：全数記録

事業指定申請書の記載項目 事業指定申請書の記載内容 技術基準項目

38 31 高放射性廃液蒸発缶緊急操作系の作動試験 Ａ

本文
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理方法
4.1再処理施設の位置、構造及び設備
ﾄ.計測制御系統施設の設備
(2)主要な安全保護回路の種類
(ⅳ)高放射性廃液蒸発缶

高放射性廃液蒸発缶には濃縮ウラン溶解槽と同様にPP
+
、PP

++
を設置する。 22 安全保護回路

39 32 高放射性廃液蒸発缶加熱蒸気の温度警報試験 Ａ 記載なし
事業指定申請書本文に「主要な熱的制限値」を明記していないが、№23プルトニウム溶
液蒸発缶加熱蒸気の温度警報試験と同様の警報装置を設けているため、検査分類はＡと
する。

11 火災等による損傷の防止

40 33 高放射性廃液貯槽の警報装置の作動試験 Ａ 記載なし 記載はないが安全上重要な施設の警報であり、、検査分類はＡとする。 10 閉じ込めの機能

41 34 プルトニウム製品貯槽の液面警報試験 Ａ

添付６
6.4.2.6臨界
(6)臨界安全設計及び安全対策の方針の概要
6）製品貯蔵

(ⅲ)プルトニウム製品貯槽には液面警報器を備える。 4 核燃料物質の臨界防止

42 35 建家及びセル換気系の負圧警報試験 Ａ

本文
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理方法
4.1再処理施設の位置、構造及び設備
ﾛ.再処理施設の一般構造
(3)使用済燃料等の閉じ込めに関する構造
(ⅰ)換気に関する構造
　(a)換気系に関する基本的な考え方

(イ) 建家内各区域の空気圧は高いほうからホワイト、グリーン、アンバー、レッドと
低くし、かつ、換気の流れは汚染の低いほうから高いほうへ流れるようにし、グリー
ン、アンバー、レッド各区域を常時負圧に保つ。
(ロ)　換気系を建家換気系、セル換気系、槽類換気系に分け、かつ、空気圧は高いほう
から建家換気系、セル換気系、槽類換気系と低くする。
添付書類（6.4.2.7施設内のｲﾝﾀｰﾛｯｸ(1)換気系統のｲﾝﾀｰﾛｯｸ）
送風機及び排風機の起動時や運転中に機器が停止した場合、各室やセルの負圧バランス
がくずれて放射性物質による汚染の高い側から低い側に空気が流れないように各区域の
送風機及び排風機に起動順をつけインターロックする。
添付書類（6.3.3.4換気設備(4)
換気設備の排風機には予備機を設け、常用機が故障した場合には、自動的に予備機に切
り替え、施設内の負圧を確保する。

10 閉じ込めの機能

43 36 セル等温度警報装置の警報試験 Ａ
添付８
8.1.1火災・爆発
8.1.1.8廃溶媒処理技術開発

万一の事故発生を想定して必要なセル類は、耐火・耐爆性とするとともに、換気系など
の必要箇所も耐火・耐爆性とする。特にコンクリートセルの給気系の必要な箇所には、
フィルタ、ダンパ、特殊逆支弁を設け、事故時の汚染の逆流を防止する。
また、化学薬品などは専用倉庫に貯蔵するとともに、セルなどは電気機器の使用をなる
べくさけ、使用する場合は配線のステンレス管被覆や低電圧、防爆構造をとるほか、機
器類はずべて接地する。なお、リサイクル機器試験施設のセルなどに設置する機器類
は、接地するとともに、電気機器は、必要に応じて防爆構造とし、着火源を排除する設
計とする。屋内外の必要な箇所には、火災・爆発検知機及び警報装置、消化設備、非常
退避ルートなどを設ける。

11 火災等による損傷の防止

44 37 セル等漏洩検知装置の警報試験 Ａ

本文
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理方法
4.1再処理施設の位置、構造及び設備
ﾛ.再処理施設の一般構造
(3)使用済燃料等の閉じ込めに関する構造
(ⅱ)液体の閉じ込めに関する構造

放射性液体は、原則として容器、コンクリートセル及び建家により3重のコンテインメ
ントをもつように設計する。セルの床及び壁の必要な部分にはステンレス鋼ライニング
を設備するか、又はステンレス鋼製ドリップトレを設備し、水密性を確保する。さら
に、漏出の有無等の監視設備、漏出液の処置など万全の対策を講じる。建家間の放射性
廃液の配管についても同様の水密性確保の対策を講じる。

10 閉じ込めの機能

45 38 非常用発電機の作動試験 Ａ 29 保安電源設備

46 39 無停電電源装置の作動試験 Ａ 29 保安電源設備

47 40 廃溶媒処理工程緊急操作系の作動試験(旧その２) Ａ
本文
8.1.1火災・爆発
8.1.1.8廃溶媒処理技術開発

(ⅵ)ドデカン及びTBPを取扱う槽を設置しているセル及び(ⅴ)に記述した固化設備を設
置している室には温度検知器を備える。

11 火災等による損傷の防止

48 41 固化セル換気系の緊急操作系の作動試験 Ａ

本文
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理方法
4.1再処理施設の位置、構造及び設備
ﾇ.その他再処理設備の附属施設の構造及び設備
(3)主要な試験設備の構造及び設備
(ⅵ)ガラス固化技術開発施設
(f)安全保護回路

固化セルにはPP
+
（圧力上限緊急操作）を設ける。PP

+
は固化セル内の圧力が異常に上昇

した場合、圧力放出系を作動させ、固化セル内の圧力を低下させる。
22 安全保護回路

本文
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理方法
4.1再処理施設の位置、構造及び設備
ﾇ.その他再処理設備の附属施設の構造及び設備
(1)動力装置及び非常用動力装置の構造及び設備
(ⅱ)非常用電源設備
(a)構造

非常用電源設備としては，無停電電源装置と非常用発電機を設ける。無停電電源装置
は，給電の中断が許されないもの（臨界モニタなどの安全管理計器や非常灯など）への
電源設備であり，分析所，第三低放射性廃液蒸発処理施設，ウラン脱硝施設，高放射性
廃液貯蔵場，第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設，焼却施設，第二アスファルト固化体貯
蔵施設及び低放射性濃縮廃液貯蔵施設に設置する。また，非常用発電機は，短時間の給
電中断が許されるものへの電源設備であり，ユーティリティ施設に2基，中間開閉所に2
基，第二中間開閉所に2基及びガラス固化技術管理棟に1基設置する。この非常用発電機
は商用電源の停電確認後，瞬時に起動し，20秒以内に電圧・周波数を確立して給電可能
状態になる。ユーティリティ施設の非常用発電機は，1基で冷却塔，空気圧縮機，排風
機，一部の計装及び放射線計器などの 重要負荷に給電し，万一1基が起動しない場合
でも，他の1基からこれらの 重要負荷に給電する。中間開閉所の非常用発電機は，万
一2基のうち1基しか起動しない場合でも照明，排風機，一部の計装及び放射線計器など
の 重要負荷に給電する。
また，第二中間開閉所の2基のうちの1基及びガラス固化技術管理棟の1基の非常用発電
機は照明，排風機，一部の計装及び放射線計器などの 重要負荷に給電し，万一いずれ
かの1基が起動しない場合には，第二中間開閉所の他の1基からこれらの 重要負荷に給
電する。

4/5

【40】



参考資料　過去の施設定期検査項目と事業指定申請書との関係

№

要領書番号
(過去の施設
定期検査番
号と同様)

検 査 項 目

検査区分

Ａ：全数立会又は
　全数記録＋一部立会

Ｂ：全数記録

事業指定申請書の記載項目 事業指定申請書の記載内容 技術基準項目

49 42-1 焙焼還元炉緊急操作系の作動試験（その１） Ａ 22 安全保護回路

50 42-2 焙焼還元炉緊急操作系の作動試験（その２） Ａ 22 安全保護回路

51 43 窒素・水素混合ガス供給系緊急操作系の作動試験 Ａ

本文
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理方法
4.1再処理施設の位置、構造及び設備
ﾇ.その他再処理設備の附属施設の構造及び設備
(3)主要な試験施設の構造及び設備
(ⅲ)プルトニウム転換技術開発施設
(d)主要な核的及び化学的制限値
(ﾛ)主要な化学的制限値

　窒素-水素混合ガス中の水素濃度　6%以下
(e)主要な安全保護回路

窒素－水素混合ガスの供給系にはH2P
+
（水素濃度上限緊急操作）を設置する。H2P

+
は、

焙焼還元炉に供給する窒素－水素混合ガス中の水素濃度が異常に上昇した場合に、窒素
－水素混合ガスの供給を自動的に停止する。

22 安全保護回路

52 44 計器校正の確認 Ｂ 記載なし 記載なし 20 計測制御系統施設

53 45 クレーンの作動確認 Ｂ 記載なし 記載なし 18 搬送設備

54 46 セル内クレーンインターロックの作動試験 Ｂ 記載なし 記載なし 18 搬送設備

55 47 廃ガス貯槽の気密試験及び安全弁作動試験 Ｂ 記載なし 記載なし 10 閉じ込めの機能

56 48 海中放出設備の海中放出管漏洩試験 Ｂ 記載なし 記載なし 24 廃棄施設

57 49 加熱蒸気供給系安全弁の作動試験 Ｂ 記載なし 記載なし 11 火災等による損傷の防止

58 50 空気圧縮機予備機への自動切替確認 Ｂ 記載なし 記載なし
11
20

火災等による損傷の防止
計測制御系統施設

59 51 供給ポンプ予備機への自動切替確認 Ｂ 記載なし 記載なし
‐ その他

（冷却機能）

本文
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理方法
4.1再処理施設の位置、構造及び設備
ﾇ.その他再処理設備の附属施設の構造及び設備
(3)主要な試験施設の構造及び設備
(ⅲ)プルトニウム転換技術開発施設
(e)主要な安全保護回路の種類

焙焼還元炉にはTP
+
、FP

-
を設置する。TP

+
は炉の温度が異常に上昇した場合に、FP

-
は炉

端部冷却水の流量が異常に低下した場合に、それぞれ炉の加熱の停止操作を自動的に行
う。

TP
+
の設定値は850℃とする。
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添付３

別表

■ 緑 白 黄 赤

・ レベルⅢ レベルⅡ レベルⅠ

・気体廃棄物の過剰放出件数 過去4四半期の保安規定に定める管理目標値
※１

を超える放出件数
緑は超過実績がないため、１未満とする。

放射性気体廃棄
物放出量

■ １未満 1 ２以上 － 四半期ごと
施設管理部長、環境保全部長、ガラス固化部長
／センター長

・液体廃棄物の過剰放出件数 過去4四半期の保安規定に定める管理目標値
※１

を超える放出件数
緑は超過実績がないため、１未満とする。

放射性液体廃棄
物放出量

■ １未満 1 ２以上 － 四半期ごと 環境保全部長／センター長

・被ばく線量限度超過件数 過去4四半期の個人の最大被ばく線量が法令に定める線量限度(50mSv/年、100mSv/５年)
 ※１

の超えた件数
緑は超過実績がないため、１未満とする。

個人被ばく線量 ■ １未満 － － １以上

・事故故障等の報告が必要な実効線量を超えた計画外被
ばく発生件数

過去4四半期の法令に定める事故故障等の報告基準の実効線量（５mSv）
※１

を超えた件数
緑は実績がないため、１未満とする。

個人被ばく線量 ■ １未満 1 ２以上 －

(3)核物質防護 ③核物質防護に係る監視装置の状況
・侵入検知器及び監視カメラの使用不能時間割合（立入
制限区域及び周辺防護区域に設置されているものに限
る。）

（核物質防護規定に基づく要領等に別途規定） 同左 ■ 四半期ごと 核物質管理課長／技術部長

①品質目標、保全目標の達成状況 ・品質目標、保全目標の評価（重点項目の達成率） センター（又は支援部門）の目標から重点事項に対する年度目標の達成度 実績確認 ・ 80％以上
80％未満
50％以上

50％未満
半期ごと

（中間、最終）

各部長／センター長
（各部の結果を品質保証課で集計）

注）支援部門は、各課長/各部長

②安全文化の育成及び維持等の年度計画に基づく達成状況
・安全文化の育成及び維持等の活動計画の評価（重点項
目の達成率）

所又は部（又は支援部門）の計画から重点事項に対する年度目標の達成度 実績確認 ・ 80％以上
80％未満
50％以上

50％未満
半期ごと

（中間、最終）

各部長／センター長
（各部の結果を品質保証課で集計）

注）支援部門は、各課長/各部長

③施設の運転上の制限逸脱回数※2 ・警報発報回数（保安規定に定める制限値に係る警報）
過去4四半期における保安規定に定める制限値に係る警報の発報回数
緑は実績がないため、１未満とする。（計器故障等の誤発報は除く。）

警報の発報回数 ■ １未満 1 ２以上 － 四半期ごと 施設管理部長／センター長

④施設の計画外停止回数※2
・保安上必要な連続運転設備の計画外停止回数（外的要
因を除く。）

過去4四半期における保安上必要な連続運転設備（建家換気設備、冷却水設備等）の計画外停止回数（外的要因及
び自動起動や通常の保守の範囲で速やかに復旧できる場合を除く。）
緑は実績がないため、１未満とする。

計画外停止回数 ■ １未満 1 ２以上 － 四半期ごと

施設管理部長、環境保全部長、ガラス固化部長
／センター長

注）工技部は、運転課長/工技部長

⑥放射線管理の状況※2
・予期しない汚染・漏えい事象（閉じ込め、遮へい機能の
維持を含む。）の件数

過去4四半期における保安規定に定める管理目標「第Ⅱ—1－（3）表　区域分と線量率等」を超える汚染・漏えい事象
の件数
緑は実績がないため、１未満とする。

汚染・漏えい事象
の件数

■ １未満 1 ２以上 － 四半期ごと

施設管理部長、環境保全部長、ガラス固化部長
／センター長

注）放管部は、各課長/放管部長

⑦設備機器の保守管理状況※2 ・検査不合格（保修、点検計画の未実施を含む。）の件数
過去4四半期における検査不合格（保修、点検計画の未実施を含む。）の件数
緑は実績がないため、１未満とする。

検査不合格件数 ■ １未満 1 ２以上 － 四半期ごと

施設管理部長、環境保全部長、ガラス固化部長
／センター長

注）支援部門は、各課長/各部長

⑧放射性廃棄物（固体、液体）の管理状況※2 ・保安規定に定める貯蔵・保管量 施設の貯蔵・保管能力「第Ⅲ‐６表　施設の貯蔵・保管能力」に対する貯蔵・保管量の割合
貯蔵・保管能力に
対する貯蔵・保管
量の割合

・ 50％未満
80％未満
50％以上

80％以上 四半期ごと
施設管理部長、環境保全部長、ガラス固化部長
／センター長

・保安訓練実施回数 過去4四半期における保安規定に基づく非常時対応訓練実施回数（総合防災訓練、要素訓練を含む。）の回数 訓練実施回数 ・
総合1以上
総合以外2以上
緊急作業1以上

—
総合1未満
総合以外2未満
緊急作業1未満

・抽出された課題への対応状況※2（対応率） 前回訓練において抽出された課題に対する達成課題の割合
課題件数、達成課
題件数

・ 80％以上
80％未満
50％以上

50％未満

⑩不適合管理、是正処置及び未然防止処置の対応状況※2 ・不適合処置率

過去4四半期における不適合の発行数に対する処置件数の割合
＊処置に時間を要すものもあり、管理状態（主要作業スケジュール等により進捗管理している状態）にあるものは、
処置しているものと判断する。

不適合発行数、処
置件数

・ 80％以上
80％未満
50％以上

50％未満 半期ごと

各部長／センター長
（各部の結果を品質保証課で集計）

注）支援部門は、各課長/各部長

⑪CAP会議体に報告のあった気付き事項の対応状況※2 ・処置率
過去4四半期におけるＣＡＰ報告のうち、不適合に発展するおそれがあり未然防止措置が必要なものに対する処置件
数の割合（80％以上）

未然防止措置が
必要なものに対す
る処置件数

・ 80％以上
80％未満
50％以上

50％未満 半期ごと

各部長／センター長
（各部の結果を品質保証課で集計）

注）支援部門は、各課長/各部長

⑫内部監査からの指摘事項の対応状況※2 ・処置率（不適合等に係る重要案件）

過去4四半期の内部監査における指摘件数に対する処置件数の割合
＊対応に時間を要すものもあり、管理状態（主要作業スケジュール等により進捗管理している状態）にあるものは、
処置しているものと判断する。

指摘件数、処置件
数

・ 80％以上
80％未満
50％以上

50％未満 半期ごと

各部長／センター長
（各部の結果を品質保証課で集計）

注）支援部門は、各課長/各部長

⑬外部からの指摘事項等の対応状況※2 ・処置率

過去4四半期の外部からの指摘件数に対する処置件数の割合
＊対応に時間を要すものもあり、管理状態（主要作業スケジュール等により進捗管理している状態）にあるものは、
処置しているものと判断する。

指摘件数、処置件
数

・ 80％以上
80％未満
50％以上

50％未満 半期ごと

各部長／センター長
（各部の結果を品質保証課で集計）

注）支援部門は、各課長/各部長

⑭マネジメントレビューアウトプットの対応状況※2 ・処置率

過去4四半期のマネジメントレビューにおける指示件数に対する処置件数の割合
例）レベルⅢ：80％以上、レベルⅡ：50～80％未満、レベルⅠ：50％未満
（ただし、発生から３か月未対応の場合、白色判定とする。）

指示件数、処置件
数

・ 80％以上
80％未満
50％以上

50％未満 半期ごと

各部長／センター長
（各部の結果を品質保証課で集計）

注）支援部門は、各課長/各部長

・火災の件数※3
過去4四半期における火災（公設消防により「火災」と判断されたもの。）の件数
緑は実績がないため、１未満とする。

同左 ■ １未満 1 ２以上 － 四半期ごと

・法令報告事象の件数
過去4四半期における炉規法に基づく法令報告事象の件数
緑は実績がないため、１未満とする。

同左 ■ １未満 1 ２以上 － 四半期ごと

・労働災害の発生件数※3

過去4四半期における労働災害の件数（施設等で人の傷害が発生し、原因究明と対策が必要な場合及び休業４日以
上を含む。ただし、施設の安全性に影響のないものを除く。）
緑は実績がないため、１未満とする。

同左 ■ １未満 1 ２以上 － 四半期ごと

重
要
度
高

重要度が高い系統の定量的な目標 高放射性廃液を取り扱う以下の施設に係る設備の不適合発生状
況

・不適合の発生件数
過去4四半期における高放射性廃液を取り扱う以下の施設に係る設備について、必要な機能が維持していることを
確認し、機能維持が認められなかった場合は、不適合として必要な措置を実施していることを確認する。

不適合発生件数 ■ １未満 1 ２以上 － 四半期ごと

施設管理部長、ガラス固化部長／センター長

注）支援部門は、各課長/各部長

【高放射性廃液を取り扱う以下の施設に係る設備】
　〇分離精製工場及び高放射性廃液貯蔵場の以下の設備

・冷却水設備プロセス用ポンプ、建家及びセル換気設備の送・排風機、
セル等漏洩検知装置、非常用発電機、無停電電源装置

　〇ガラス固化技術開発施設の以下の設備
・冷却塔、建家及びセル換気設備の送・排風機、セル等漏洩検知装置、

非常用発電機、無停電電源装置
【臨界警報装置】
【性能維持施設に記載する事故対処資機材】

(

b

)

　
横
断
領
域
Ｐ
Ｉ

定義・算定方法等
必要データ

各部長／センター長

注）放管部は、各課長/放射線管理部長

再処理施設 保安活動指標（PI）の監視項目、評価基準等

(

a

)

 
規
制
要
求
Ｐ
Ｉ

(3) 評価・改善のプロセスに関する事項

(4) その他

※3施設の保安活動や公衆及び放射線業務従事者
の被ばく管理に影響しない軽微はものを除く。

⑮事故の発生状況※

(1) 品質マネジメントシステムに関する事項

(2) 個別業務の各プロセス（原子力施設の保安活
動）に関する事項

※2：施設の保安活動や公衆及び放射線業務従事
者の被ばく管理に影響しない軽微はものを除く。

(1) 公衆に対する放射線安全

※1：法令報告で定める事故故障等の報告の対象

■

⑨非常事態の準備状況

評価基準（目標値含む）

保安活動指標（PI）

上記■の評価基準
緑：安全確保に影響なし又は影響小（自主改善レベル）
白：安全確保に影響あり、安全裕度の低下（改善が必要なレベル）
黄：安全確保に影響あり、安全裕度の低下が著しい（是正レベル）
赤：安全確保に影響大、許容できない状態（直ちに使用停止等を行う必要があるレベル）

上記　・　の評価基準
レベルⅢ：安全確保に影響なし、一定の成果
レベルⅡ：安全確保に影響するおそれあり、目標達成のため、更なる改善が必要なレベル）
レベルⅠ：安全確保に影響するおそれあり、改善が必要なレベル

１未満 1 ２以上 － 四半期ごと

施設管理部長、環境保全部長、ガラス固化部長
／センター長

注）放管部は、放２課長/放管部長

各部長／センター長
（各部の結果を品質保証課で集計）

注）支援部門は、各課長/各部長

技術部長/センター長

注）保安部は、各課長/各部長

半期ごと

四半期ごと

・保安規定に基づき定める取扱数量（計画値）の超過回数

①放射性廃棄物（液体、気体）の管理状況

監視項目 確認頻度

⑤核燃料物質の管理状況※2

(2) 従業員に対する放射線安全

※1：法令報告で定める事故故障等の報告の対象

②被ばく管理の状況

（別途、設定）

過去4四半期における保安規定に基づき定める核燃料物質の取扱数量（濃度制限、質量制限等）の超過回数
緑は実績がないため、１未満とする。

取扱数量の超過
回数

区分
指標の測定者／

監視者

再処理施設　保安活動指標（PI）の監視項目、評価基準等

保安活動指標（ＰＩ）
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